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事実の概要

　厚生労働省の社会保障審議会が設置した生活保
護基準部会は、年齢階級別、世帯人員別、級地
別に生活扶助基準額と消費実態の乖離を分析し、
様々な世帯構成に展開するための指数について検
証を行い、平成 25 年に報告書をとりまとめた（以
下「平成 25 年報告書」と呼ぶ）。当該報告書では、
当時の保護基準に基づく年齢階級別、世帯人員別
および級地別の各基準額の水準の較差が、同一区
分別での消費実態の水準の較差と乖離しているこ
とが示された。
　厚生労働大臣は、以上の平成 25 年報告書を受
けて、また、物価の動向を勘案して、「生活保護
法による保護の基準」（昭和 38 年厚生省告示第 158
号。以下「保護基準」と呼ぶ）を平成 25 年から平
成 27 年にかけて段階的に改定した（以下、一連の
改定を「本件改定」と総称する）。当該改定は、平
成 25 年報告書により上記の通り示された乖離を
解消するための調整（以下「ゆがみ調整」と呼ぶ）
と、物価の動向を反映して生活扶助基準額を一律
に 4.78％減額する調整（以下「デフレ調整」と呼ぶ）
を主たる内容とする。このうちデフレ調整におけ
る－ 4.78％という改定率は、厚生労働省が独自
に算定した物価指数（以下「生活扶助相当 CPI」と
呼ぶ）を用いて算出した平成 20 年から平成 23 年
にかけての物価指数の下落率を基に、設定したも
のである。なお、総務省が作成し公表する消費者
物価指数を用いた場合、下落率は 2.35％と算出
される。
　大阪府内に居住して生活保護法（以下「法」と
呼ぶ）に基づく生活扶助の支給を受けているＸら

（ただし、自身ではなくその夫が生活扶助の支給を受
けている者が一部含まれる）は、本件改定に伴い、
所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支
給額を減額する旨の保護変更決定（以下「本件各
決定」という）を受けた。そこでＸらは、Ｙ１（大
阪府内の 12 市）らを相手に、本件各決定の取消し
を求めるとともに、Ｙ２（国）に対し国家賠償法
1条 1項に基づく損賠賠償を求めた。
　本件では、①本件改定に係る厚生労働大臣の判
断に裁量権の範囲の逸脱・濫用が認められるか、
②本件各決定が理由の提示（行政手続法 14 条 1項
本文）を欠くか、③国家賠償法 1条 1項に基づく
損害賠償請求権が成立するか、が争点とされた。
本稿では、このうち①についてのみ検討を行う。

判決の要旨

　１　判断枠組
　(1)　「法 3条によれば、法により保障される最
低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持
することができるものでなければならないとこ
ろ、法 8条 2 項によれば、保護基準は、要保護
者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その
他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低
限度の生活の需要を満たすに十分なものであっ
て、かつ、これを超えないものでなければならな
い。そして、これらの規定にいう最低限度の生活
は、抽象的かつ相対的な概念であって、その具体
的な内容は、その時々における経済的・社会的条
件、一般的な国民生活の状況等との相関関係にお
いて判断決定されるべきものであり、これを保護
基準において具体化するに当たっては、高度の専
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門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必
要とするものである（最高裁昭和 51 年（行ツ）
第 30 号同 57 年 7月 7日大法廷判決・民集 36 巻
7号 1235 頁、最高裁平成 22 年（行ツ）第 392 号、
同年（行ヒ）第 416 号同 24 年 2 月 28 日第三小
法廷判決・民集 66 巻 3 号 1240 頁、最高裁平成
22 年（行ヒ）第 367 号同 24 年 4 月 2 日第二小
法廷判決・民集66巻 6号 2367頁参照）。したがっ
て、保護基準中の基準生活費に係る部分を改定す
るに際し、改定後の生活扶助基準の内容が健康で
文化的な生活水準を維持することができるもので
あるか否かを判断するに当たっては、厚生労働大
臣に上記のような専門技術的かつ政策的な見地か
らの裁量権が認められるものというべきである。」
　(2)　「また、基準生活費を減額する改定は、改
定前の基準生活費が支給されることを前提として
現に生活設計を立てていた被保護者に関しては、
保護基準によって具体化されていたその期待的利
益の喪失を来す側面があることも否定し得ないと
ころである。そうすると、厚生労働大臣は、被保
護者間の公平や国の財政事情といった見地に基づ
く基準生活費の減額の必要性を踏まえつつ、被保
護者のこのような期待的利益についても可及的に
配慮するため、その減額改定の具体的な方法等に
ついて、激変緩和措置の要否等を含め、前記のよ
うな専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を
有しているものというべきである。」
　(3)　「そして、基準生活費の変更の要否の前提
となる最低限度の生活の需要に係る評価や被保護
者の期待的利益についての可及的な配慮は……専
門技術的な考察に基づいた政策的判断であって、
基準生活費の額等については、それまでも各種の
統計や専門家の作成した資料等に基づいて生活扶
助基準と一般国民の消費実態との比較検討がされ
てきたところである。これらの経緯等に鑑みると、
基準生活費の減額をその内容に含む保護基準の改
定は、〔1〕当該改定後の生活扶助基準の内容が
被保護者の健康で文化的な生活水準を維持するに
足りるものであるとした厚生労働大臣の判断に、
最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手
続における過誤、欠落の有無等の観点からみて裁
量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められ
る場合、あるいは〔2〕基準生活費の減額に際し
激変緩和等の措置を採るか否かについての方針及
びこれを採る場合において現に選択した措置が相

当であるとした同大臣の判断に、被保護者の期待
的利益や生活への影響等の観点からみて裁量権の
範囲の逸脱又はその濫用があると認められる場合
に、法 3条、8条 2項の規定に違反し、違法とな
るものというべきである。」
　「そして、保護基準の改定の前提となる最低限
度の生活の需要に係る評価が前記のような専門技
術的な考察に基づいた政策的判断であることや、
基準生活費の額等についてはそれまでも各種の統
計や専門家の作成した資料等に基づいて生活扶助
基準と一般国民の消費実態との比較検討がされて
きた経緯等に鑑みると、厚生労働大臣の上記〔1〕
の裁量判断の適否に係る裁判所の審理において
は、主として保護基準の改定に至る判断の過程及
び手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から、
統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門
的知見との整合性の有無等について審査されるべ
きものと解される。」
　２　具体的判断
　(1)　「ゆがみ調整は全体としての水準を調整す
るものではないものの、個別的にみれば、具体的
な被保護者に対する関係において、生活扶助基準
の水準（額）が調整される部分が生ずる結果となっ
ている」こと等に鑑みれば、「生活扶助基準の全
体としての水準（高さ）を調整するに当たっては、
併せてゆがみ調整がされることなどを踏まえ、適
切な指標を選択して合理的に検証することが必要
というべきである」。
　(2)　平成 20 年が世界的な原油価格や穀物価格
の高騰を原因とした特異な物価上昇のなされた年
であったことのほか、生活扶助基準が平成 17 年
度以降本件改定に至るまで改定されていなかった
こと等を総合的に考慮すると、「デフレ調整は、
平成 20 年からの物価の下落を考慮した点におい
て、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や
専門的知見との整合性を欠くものというべきであ
るから、最低限度の生活の具体化という観点から
みて、その判断の過程及び手続に過誤、欠落があ
るといわなければならない」。
　(3)　生活扶助相当 CPI に基づき下落率を算出
するという厚生労働省の判断は「一般的世帯の消
費構造よりも被保護者世帯のそれの方が物価の下
落による実質的な可処分所得の増加という影響を
強く受けていること」を前提とするものというべ
きところ、かかる事実が裏付けられているとはい
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えない。よってデフレ調整は「消費者物価指数の
下落率よりも著しく大きい下落率を基に改定率を
設定した点において、統計等の客観的な数値等と
の合理的関連性や専門的知見との整合性を欠くも
のというべきであるから、最低限度の生活の具体
化という観点からみて、その判断の過程及び手続
に過誤、欠落があるといわなければならない」。
　(4)　以上によれば、本件改定に係る厚生労働
大臣の判断には「平成 20 年からの物価の下落を
考慮し、消費者物価指数の下落率よりも著しく大
きい下落率を基に改定率を設定した点において、
統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門
的知見との整合性を欠いており、したがって、最
低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続
に過誤、欠落があり、裁量権の範囲の逸脱又はそ
の濫用があるから、本件改定は、法 3条、8条 2
項の規定に違反し、違法である」。

判例の解説

　一　本判決の意義
　生活保護法は、同法に基づく保護が、厚生労働
大臣の定める保護基準によってなされることを予
定する（8条 1項）。そして、保護基準のうち生活
扶助に関する基準は、「基準生活費」に関する部
分と「加算」に関する部分から構成される。
　このうち後者をめぐっては、いわゆる「老齢加
算」を廃止する旨の保護基準の改定がなされた際、
同改定に係る厚生労働大臣の判断の違法性が問題
となった（最判平 24・2・28 民集 66 巻 3号 1240 頁、
最判平 24・4・2 民集 66 巻 6 号 2367 頁。以下それ
ぞれ「東京最判」「北九州最判」と呼ぶ）。本判決は、
前者に関する保護基準の改定（本件改定）につい
て、これらの先例に依拠する形で、審査を行うも
のである。
　また、本件改定については、本判決の前後に出
された 2件の地裁判決が、改定に係る厚生労働
大臣の判断の違法性を否定している（名古屋地判
令 2・6・25 判時 2474 号 3 頁、札幌地判令 3・3・29
判例集未登載。以下それぞれ「名古屋判決」「札幌判決」
と呼ぶ）。対して本判決は、2021年5月時点で唯一、
判断の違法性を認めるものとして、意義を有する。

　二　判断枠組
　１　概要

　本判決はまず、東京・北九州両最判（特に東京
最判）をほぼそのまま踏襲する形で、判断枠組を
提示する。すなわち、法 3条および 8 条 2 項に
おける「最低限度の生活」が抽象的かつ相対的な
概念であり、これを保護基準で具体化する上で
は「高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政
策的判断」を必要とすること（１(1)）、基準生活
費の減額改定に際しては被保護者の期待的利益に
ついて可及的に配慮しなければならないこと（１
(2)）、の 2点から、保護基準の改定に係る厚生労
働大臣の「専門技術的かつ政策的な見地からの裁
量権」を認める。その上で、上記の事項それぞれ
に対応する形で、判決の要旨１(3) 前段中の〔1〕・
〔2〕という審査基準を示す。文言に若干の差異
はあるものの、名古屋・札幌両判決も、本判決と
同様の判断枠組を用いている。

　２　判断過程審査
　東京・北九州両最判は、法規命令の一類型であ
る保護基準について、初めて判断過程審査を採用
した１）。本判決における〔1〕の審査基準は、両
最判のかかる判断に倣うものである。
　学説では、判断過程審査を「判断過程の合理性
ないし過誤・欠落の審査（判断過程合理性審査）」
と「考慮要素に着目した審査（考慮要素審査）」
に分類し２）、東京・北九州両最判を前者の例とし
て整理する見解がある３）。この点、確かに本判決
は、考慮不尽ないし他事考慮の有無の審査や、考
慮要素間の重みづけに着目した審査を、少なくと
も明示的には行っていない４）。もっとも、三で述
べる通り、本判決が実際に行った審査は、むしろ
考慮要素審査に近似するように思われる。

　３　期待的利益に対する可及的配慮
　〔2〕は、特に激変緩和措置の要否の判断を念
頭においた審査基準であり、特に信頼保護の観点
に基づくものと解される５）。Ｘらはいわゆる「制
度後退禁止原則」に言及していたところ、東京・
北九州両最判と同様６）、本判決も同原則を正面か
ら採用していないと考えられよう。
　なお、本判決は被保護者の「期待的利益」を問
題とするところ（１(2)）、名古屋・札幌両判決は
この文言を用いず、「生活への影響」への可及的
な配慮を根拠に、厚生労働大臣の裁量権を認めて
いる。もっとも、本判決、名古屋判決、札幌判決
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のいずれも、結局のところ〔2〕についての審査
を正面から行っていないため、こうした文言の差
異が審査に如何なる影響を及ぼすかは、なおも不
明確である。

　三　具体的判断
　以上の判断枠組を踏まえ、本判決は特に〔1〕
の審査基準をもって、保護基準の改定に係る厚生
労働大臣の判断の違法性を認定する。
　判断過程合理性審査は一般に、専門技術的な問
題について、特に専門家からなる諮問機関が関与
している場合に用いられる７）。もっとも、処分に
至るまでの一連の過程のうちどの部分を審査対象
とし、また何を手がかりに過誤・欠落を認定する
かは、問題となった処分の内容や、諮問機関の位
置付け等に応じて、事案ごとに少なからず異な
る８）。この点、東京・北九州両最判は、厚生労働
大臣の判断過程を対象に９）、保護基準の改定に至
る判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否か
等の観点から、「統計等の客観的な数値等との合
理的関連性や専門的知見との整合性の有無等」を
問題としていた。こうした判断は、本判決におい
ても（１(3) 後段）、また名古屋・札幌両判決にお
いても踏襲されている 10）。
　しかしながら、以上を踏まえてなされた具体的
な審査の内容は、本判決と名古屋・札幌両判決と
で明確に異なる。すなわち、名古屋・札幌両判決
は、厚生労働大臣による判断を各種資料等によっ
て客観的に裏付けることが可能かを問題とし、ゆ
がみ調整・デフレ調整双方がなされた経緯を悉
皆的に審査する。対して本判決では、「生活扶助
基準の全体としての水準（高さ）を調整するに当
たっては、併せてゆがみ調整がされることなどを
踏まえ、適切な指標を選択して合理的に検証する
ことが必要というべき」ことがまずもって明示さ
れる（２(1)）。その上で、デフレ調整において「平
成 20 年からの物価の下落を考慮し、消費者物価
指数の下落率よりも著しく大きい下落率を基に改
定率を設定」する必然性があったか否かが問題と
される（２(2)・(3)）。
　本判決のかかる審査は、見方を変えれば、保護
基準の改定にあたって「本件改定が保護基準の水
準に与える影響」という要素を重視し、これが厚
生労働大臣の判断過程で十分考慮されたか否かを
問題とするものだと解される。本判決が、判断枠

組を同じくする名古屋・札幌両判決と結論を分け
た要因は、このように考慮要素審査に近似した形
で、「統計等の客観的な数値等との合理的関連性
や専門的知見との整合性の有無等」の審査がなさ
れた点にあるといえよう。

●――注
１）村上裕章「判批」同『行政訴訟の解釈理論』（弘文堂、
2019 年）271 頁、豊島明子「判批」法時 85 巻 2号（2013
年）29 頁。

２）村上裕章「判断過程審査の現状と課題」同・前掲注１）
240 頁。

３）村上・前掲注１）270 頁。
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６）岡田幸人「判解」最判解民事篇平成 24 年度（上）288
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